
 
 
 

令和３年１２月市議会定例会 提出議案 
 

 

議 案 種 別 件数（件） 

条 例 議 案 １０ 

一 般 議 案 １３ 

補 正 予 算 議 案 ８ 

合    計 ３１ 

 

1



番号 件　　　　　名 提出局

1 北九州市漁港管理条例等の一部改正について 総務局

2 北九州市手数料条例の一部改正について 財政局

3
北九州市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一
部改正について

4
北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改
正について

5 北九州市国民健康保険条例の一部改正について

6
北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に
ついて

子ども
家庭局

7
北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改
正について

産　業
経済局

8
北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する
条例の一部改正について

建設局

9
北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条
例の一部改正について

建　築
都市局

10
北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に
ついて

教　育
委員会

11 丸山団地第１工区市営住宅建設工事請負契約締結について
技　術
監理局

12 当せん金付証票の発売について 財政局

13 市道路線の認定、変更及び廃止について 建設局

14 市有地の処分について
港　湾
空港局

15～18
指定管理者の指定について（北九州市障害者スポーツセンタ
ー等）

保　健
福祉局

19
指定管理者の指定について（北九州市立かぐめよし少年自然
の家）

子ども
家庭局

20 指定管理者の指定について（北九州市小倉城等）
産　業
経済局

21 指定管理者の指定について（旧安川邸等） 建設局

22 指定管理者の指定について（北九州市折尾まちづくり記念館)
建　築
都市局

保　健
福祉局

令和３年１２月市議会定例会　　提出議案件名
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番号 件　　　　　名 提出局

23 指定管理者の指定について（北九州市立小倉南図書館）
教　育
委員会

24 令和３年度北九州市一般会計補正予算について

25 令和３年度北九州市国民健康保険特別会計補正予算について

26 令和３年度北九州市渡船特別会計補正予算について

27 令和３年度北九州市土地区画整理特別会計補正予算について

28 令和３年度北九州市土地取得特別会計補正予算について

29 令和３年度北九州市介護保険特別会計補正予算について

30
令和３年度北九州市後期高齢者医療特別会計補正予算につい
て

31
令和３年度北九州市市民太陽光発電所特別会計補正予算につ
いて

財政局
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Ｎｏ 

１ 

北九州市漁港管理条例等の一部改正について 

 

               （総務局行政経営部行政経営課） 

  

指定管理者の指定の取消し等に伴う管理の業務等の特例を設けるため

、関係規定を改めるもの 

 

  １ 関係条例 

   （１） 北九州市漁港管理条例 

   （２)  北九州市病院事業の設置等に関する条例 

   （３） 北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例 

   （４） 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例 

   （５） 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関す 

 る条例 

   （６） 北九州市港湾施設管理条例 

   （７） 北九州市国際交流施設の設置及び管理に関する条例 

   （８） 北九州市環境ミュージアム条例 

   （９） 福岡県関門海峡ミュージアムの管理に関する条例 

   （10） 北九州市平尾台自然の郷条例 

   （11） 北九州市響灘ビオトープ条例 

     

２ 主な特例の内容 

指定管理者の指定の取消し等に伴う管理の業務等の特例の追加 

（１） 指定管理者の指定の取消し等を行ったときは、当該指定管

理者に代わり、市が施設の管理を自ら行う。 

（２） 指定の取消し等の日前に、当該指定の取消し等を受けた指

定管理者に対して行われ、又は当該指定管理者が行った行為は、

市長に対して行われ、又は市長が行った行為とみなす。 

（３） 市は、施設の使用につき、（２）の指定管理者が市長の承 

（次頁に続く） 

 
4



（続き） 

   認を受けて定めた利用料金の額に相当する額の使用料を徴収する 

。       

 

３  施行期日 

    公布の日 
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Ｎｏ 

２ 

北九州市手数料条例の一部改正について 

 

（財政局財務部財政課） 

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、長期優

良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料の額を適正化

する等のため、関係規定を改めるもの 

 

１ 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査等に係る手数

料の金額の改定（別表関係） 

区分 現行 改正後 

新

築 

一戸

建て

住宅 

１件につき３，６００円～ 

４９，７００円 

１件につき４，６００円～ 

５１，０００円 

共同

住宅

等 

１件につき１５，０００円～

３，５５１，０００円を、 

同一の建築物において認定を

申請しようとする住宅の数で

除して得た金額 

１件につき１７，０００円～

３，５５３，０００円を、 

同一の建築物において認定を

申請しようとする住宅の数で

除して得た金額 

区分

所有

住宅 

（新設） 

１件につき１７，０００円～

３，５５３，０００円 

増

築

又

は

改

築 

一戸

建て

住宅 

１件につき５，５００円～ 

７０，０００円 

１件につき６，５００円～ 

７３，０００円 

共同

住宅

等 

１件につき１９，０００円～

５，３２６，０００円を、 

同一の建築物において認定を

申請しようとする住宅の数で

除して得た金額 

１件につき２２，０００円～

５，３２８，０００円を、 

同一の建築物において認定を

申請しようとする住宅の数で

除して得た金額 

区分

所有

住宅 

（新設） 

１件につき２２，０００円～

５，３２８，０００円 

 

２ 住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査に係る手数 

料の新設（別表関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の金額 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第１８

条第１項に規定する住宅の容積率に関する特例

の許可の申請に対する審査 

１件につき１６０，０

００円 

                        （次頁に続く） 
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（続き） 

３ 施行期日 

令和４年２月２０日 
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Ｎｏ 

３ 

 北九州市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正について  

           （保健福祉局総務部保護課） 

  

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関 

する基準の一部改正に伴い、保護施設等の運営に関する基準に感染症等 

の発生時における業務継続計画の策定等を追加する等のため、関係規定 

を改めるもの 

 

１ 職場における性的な言動等の防止（第８条関係） 

保護施設等は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関 

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも 

のにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明 

確化等の必要な措置を講じなければならないこととする。 

 

２ 業務継続計画の策定等（第１１条の２関係） 

保護施設等は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に 

   対する処遇を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を 

図るための業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講 

じなければならないこととする。 

 

３ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練（第２９条関係） 

  救護施設は、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため 

 の訓練を定期的に実施しなければならないこととする。 

 

４ 施行期日 

   公布の日  
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Ｎｏ 

４ 

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に 

ついて 

（保健福祉局障害福祉部障害者支援課） 

 

北九州市立引野ひまわり学園を廃止するため、関係規定を改めるもの 

  

１ 児童発達支援センターの廃止（別表第１、別表第４関係） 

名称 北九州市立引野ひまわり学園 

位置 北九州市八幡西区鉄王一丁目１１番３０号 

 

２ 施行期日  

令和４年４月１日 
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Ｎｏ 

５ 

北九州市国民健康保険条例の一部改正について 

 

（保健福祉局健康医療部保険年金課） 

 

出産育児一時金の額を変更するため、関係規定を改めるもの 

  

１ 出産育児一時金の引上げ（第７条関係） 

現行 改正後 

４０万４，０００円 ４０万８，０００円 

 

２ 施行期日  

令和４年１月１日 
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(次頁に続く） 

Ｎｏ 

６ 

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい 

て 

（子ども家庭局子育て支援部青少年課） 

 

北九州市科学館を新設する等のため、関係規定を改めるもの 

 

１ 科学館の新設 

（１） 北九州市科学館の新設（別表第２関係） 

名称 北九州市科学館 

位置 北九州市八幡東区東田四丁目１番１号 

目的 

 

 

 

科学及び技術に関する展示等を行うことにより、 

科学及び技術への興味及び関心を高め、もって科 

学技術の振興を担う技術系人材の育成を図る。 

 

（２） 使用料の設定（別表第３関係）      

観覧 

料 
１人１回につき、７，０００円以内で教育委員会が定める額 

定期券 

 

 

１年 

 

 

４，０００円以内で 

教育委員会が定める

額 

各室 

使用 

料 

企画展示室 

 

 

１０時～１８時 時間外 

９，９２０円 

 

１時間又はその端数

ごとに１，３８０円 

スタジオ 

 

 

 

 

１時間又はその端数

ごとに 

 

 

 

平日 

 

 

土曜日 

日曜日 

休日 

３，７５

０円 

４，５０

０円 

多目的スペー

ス 
１時間又はその端数

ごとに 

 

 

 

 

 

 

１，６５０円 

 

工

房 

 

 

 

 

金属加工

室 

１，８００円 

 

溶接室 ９００円 

木材加工

室 

６００円 

 

設計室 ９００円 
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（続き） 

 
 

シャワー

室 
 

１５０円 

 

器具 

使用 

料 

映像設備 

 

 

１時間又はその端数

ごとに 

 

６, ０００円以内で

教育委員会が定める

額 

音響設備 

 

 

１時間又はその端数

ごとに 

 

３, ０００円以内で

教育委員会が定める

額 

照明設備 

 

１時間又はその端数

ごとに 

７５０円以内で教育

委員会が定める額 

その他の設備 

・器具 

 

１時間又はその端数

ごとに 

 

３, ０００円以内で

教育委員会が定める

額 

駐車 

場使 

用料 

区分 

 

大型自動車及び中型

自動車 

普通自動車 

 

４時間まで 

 

 

 

１台につき３０分又

はその端数ごとに２

５０円以内で教育委

員会が定める額 

１台につき３０分又

はその端数ごとに１

００円以内で教育委

員会が定める額 

４時間を超え

た場合 

 

１台につき１回２， 

０００円以内で教育

委員会が定める額 

１台につき１回８０

０円以内で教育委員

会が定める額 

  

２ 青少年の家の廃止（別表第２、別表第３関係） 

名称 北九州市立たしろ少年自然の家 

位置 北九州市八幡東区田代町９番３０号 

 

３ 児童文化施設の廃止（別表第２、別表第３関係） 

名称 北九州市立児童文化科学館 

位置 北九州市八幡東区桃園三丁目１番５号 

 

４ 施行期日 

１及び３は、規則で定める日 

２は、公布の日 
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Ｎｏ 

７ 

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に 

ついて 

（産業経済局雇用・生産性改革推進部雇用政策課） 

 

北九州産業技術保存継承センターを廃止するため、関係規定を改める 

もの 

  

１ 産業技術保存継承センターの廃止（別表第１、別表第３関係） 

名称 北九州産業技術保存継承センター 

位置 北九州市八幡東区東田二丁目２番１１号 

  

２ 施行期日  

公布の日 
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Ｎｏ 

８ 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

の一部改正について 

              （建設局公園緑地部公園管理課） 

 

自動販売機の設置の許可をする者を公募により決定する場合の使用料

を設定するため、関係規定を改めるもの 

 

１ 使用料の設定（別表第１関係） 

  自動販売機の設置の許可をする者を公募により決定する場合の使

用料の額は、当該公募により決定された者が当該公募の際に提案し

た使用料の額とする。 

 

２ 施行期日  

  公布の日 
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Ｎｏ 

９ 

 北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の

一部改正について 

               （建築都市局計画部都市計画課） 

  

北九州市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を適用

する地区整備計画区域を変更する等のため、関係規定を改めるもの 

 

１ 変更する地区整備計画区域（別表第２関係） 

  青葉台サイエンスパーク地区整備計画区域 

  

２ 施行期日 

  公布の日 
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Ｎｏ 

１０ 

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て 

              （教育委員会総務部企画調整課） 

 

 幼稚園を廃止するため、関係規定を改めるもの 

 

１ 幼稚園の廃止（別表第１関係） 

名称 位置 

北九州市立小倉幼稚園 北九州市小倉北区堺町二丁目４番２１号 

北九州市立小倉南幼稚園 北九州市小倉南区春ケ丘１０番８号 

北九州市立八幡東幼稚園 北九州市八幡東区高見三丁目１番３２号 

北九州市立鷹の巣幼稚園 北九州市八幡西区鷹の巣三丁目１０番２５号 

 

２ 施行期日 

   令和７年４月１日 
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Ｎｏ 

１１ 

丸山団地第１工区市営住宅建設工事請負契約締結について 

 

（技術監理局契約部契約課） 

 

丸山団地第１工区市営住宅建設工事請負契約を締結するもの 

 

１ 契約金額 ５億４７５万７，０００円 

 

２ 契約方法 一般競争入札 

   

  ３ 工  期 契約締結の日から令和５年４月１７日まで 

 

４ 契約の相手方 北九州市小倉北区黄金一丁目９番２－２０１号 

           下川都市企画株式会社 

代表取締役 下川敏秋 
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Ｎｏ 

 １２ 

 当せん金付証票の発売について 

  

                   （財政局財務部財政課） 

  

令和４年度において本市が発売する当せん金付証票の発売総額の範囲

を定めるもの 

 

発売総額  １２０億円以内 
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Ｎｏ 

１３ 

市道路線の認定、変更及び廃止について 

 

（建設局道路部管理課） 

 

市道路線の整備を図るため、路線の認定、変更及び廃止を行うもの 

 

 数 延 長 面 積 

認 定 ２４路線 ２，５５４ｍ １６，０８９㎡ 

変 更 １４路線 △１，０１０ｍ △１，７２２㎡ 

廃 止 △５路線 △２９３ｍ △３，０９１㎡ 
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Ｎｏ 

１４ 

市有地の処分について 

  

（港湾空港局港営部物流振興課） 

   

門司区新門司北二丁目に所在する市有地を流通保管施設用地として売

り払うもの 

  

  １ 土地の地目及び所在地 

    雑種地 

    門司区新門司北二丁目７番２１ 

 

  ２ 土地の面積 

    ２万２，８４４．１０平方メートル 

 

  ３ 売払い予定金額 

    ５億７，１１０万２，５００円 
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Ｎｏ 

15～18 

 指定管理者の指定について（北九州市障害者スポーツセンター等

） 

（保健福祉局総務部総務課） 

  

  北九州市障害者スポーツセンター等について、指定管理者を次のとお 

 り指定するもの 

  

Ｎｏ 指定管理者に管理を

行わせる施設 

指定管理者に指定

するもの 

指定する期間 

１５ 北九州市障害者スポ

ーツセンター 

北九州市障害者ス

ポーツセンター運

営共同事業体 

令和４年４月１

日から令和９年

３月３１日まで 

１６ 北九州市立総合療育

センター 

社会福祉法人北九

州市福祉事業団 

令和４年４月１

日から令和７年

３月３１日まで 北九州市立総合療育

センター西部分所 

１７ 北九州市立戸畑障害

者地域活動センター 

社会福祉法人北九

州障害者福祉事業

協会 

令和４年４月１

日から令和９年

３月３１日まで 

１８ 北九州市立西部斎場 

 

イージス・グルー

プ有限責任事業組

合 

令和４年４月１

日から令和９年

３月３１日まで 
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Ｎｏ 

 １９ 

 指定管理者の指定について（北九州市立かぐめよし少年自然の家

） 

            （子ども家庭局子育て支援部青少年課） 

  

北九州市立かぐめよし少年自然の家について、指定管理者を指定する

もの 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

   北九州市立かぐめよし少年自然の家  

 

 ２ 指定管理者に指定するもの 

   玄海グリーン＆アドベンチャー共同企業体 

 

 ３ 指定する期間 

   令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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Ｎｏ 

２０ 

指定管理者の指定について（北九州市小倉城等） 

 

（産業経済局観光部観光課） 

  

  北九州市小倉城等について、指定管理者を指定するもの 

  

指定管理者に管理を行

わせる施設 

指定管理者に指定す

るもの 

指定する期間 

北九州市小倉城 ＴＥＡＭ城下町小倉

共同事業体 

 

令和４年４月１日

から令和９年３月

３１日まで 

小倉城庭園 

北九州市立勝山公園 

北九州市立あさの汐風

公園 
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Ｎｏ 

２１ 

指定管理者の指定について（旧安川邸等） 

 

（建設局公園緑地部緑政課）

  

  旧安川邸等について、指定管理者を指定するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

指定管理者に管理

を行わせる施設 

指定管理者に指定する

者 
指定する期間 

旧安川邸 一般社団法人西日本工

業倶楽部 

令和４年４月１日から

令和９年３月３１日ま

で 

夜宮公園駐車施設 
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Ｎｏ 

２２ 

指定管理者の指定について（北九州市折尾まちづくり記念館） 

 

（建築都市局折尾総合整備事務所事業調整課）

  

  北九州市折尾まちづくり記念館について、指定管理者を指定するもの 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

    北九州市折尾まちづくり記念館 

 

  ２ 指定管理者に指定するもの 

北九州市折尾まちづくり推進チーム共同事業体 

 

  ３ 指定する期間 

北九州市折尾まちづくり記念館の供用開始の日から令和９年３月

３１日まで 
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Ｎｏ 

２３ 

指定管理者の指定について（北九州市立小倉南図書館） 

 

（教育委員会中央図書館庶務課） 

  

北九州市立小倉南図書館について、指定管理者を指定するもの 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

北九州市立小倉南図書館 

 

２ 指定管理者に指定するもの 

日本施設協会・図書館流通センター共同事業体 

 

３ 指定する期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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№ 件    名 要       旨 

令 

和 

３ 

年 

度 

予 

算 

規 

模 

区  分 補正額の合計 補正後の予算総額 

一般会計 221 億 8,080 万 5 千円 0 6,833 億 2,747 万 4 千円 

特別会計 △6,823 万 8 千円 0 4,037 億 9,236 万円 

企業会計 0 26 億 3,109 万 0 千円 0 兆 2,695 億 3,890 万円 

合  計 221 億 1,256 万 7 千円 1 兆 3,566 億 5,873 万 4 千円 

24 

令和３年度北九州市 

一般会計 

 補正予算について 

１ 補正額 

 (債務負担)

２ 総 額 

0,221 億 8,080 万 5 千円 

03 億 6,500 万円 

6,833 億 2,747 万 4 千円 

25 

令和３年度北九州市 

国民健康保険特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

△2,025 万 9 千円 

 

1,988 億 3,774 万 1 千円 

26 

令和３年度北九州市 

渡船特別会計 

補正予算について 

１ 補正額 

 (債務負担)

２ 総 額 

△1,260 万 6 千円 

00 億 1,810 万円 

0,003 億 8,479 万 4 千円 

27 

令和３年度北九州市 

土地区画整理特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0 円 

 

0,024 億 1,560 万円 

27



28 

令和３年度北九州市 

土地取得特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0,00  0,000 万  0 円 

 

60 億 7,400 万円 

29 

令和３年度北九州市 

介護保険特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0,00  △652 万 9 千円 

 

1,072 億 6,011 万 9 千円 

30 

令和３年度北九州市 

後期高齢者医療特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0,00  △884 万 4 千円 

 

170 億 6,915 万 6 千円 

31 

令和３年度北九州市 

市民太陽光発電所 

特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

△2,000 万円 

 

00 億 7,640 万円 
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